
水防災意識社会再構築ビジョンに基づく県の取組

河川管理課河川海岸維持係

資料６

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、全ての直轄河川とその沿川市町村
において、令和２年度目途に水防災意識社会を再構築する取組を行う。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し
、平成28年出水期までを目途に重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
「危機管理型ハード対策」を導入し、平成32年度を目途に実施。

排水門

主な対策 各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。
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対策済みの堤防

氾濫ブロック 家屋倒壊等氾濫想定区域※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞
○越水等が発生した場合でも決壊までの時間を
少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する
対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク情
報の周知
・立ち退き避難が必要な家屋倒壊等氾濫想
定区域等の公表

・住民のとるべき行動を分かりやすく示した
ハザードマップへの改良
・不動産関連事業者への説明会の開催

○事前の行動計画作成、訓練の促
進
・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報を
リアルタイムで提供
・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報等
の提供

＜洪水氾濫を未然に防ぐ対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、堤
防のかさ上げや浸透対策などを実施

横断図

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊に伴
う激しい氾濫流や河岸侵食が発生することが想
定される区域

水防災意識社会 再構築ビジョン
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協議会の設置と今後の取組方針について

新潟県ではH28～H29に大規模氾濫減災協議会を設置（２級水系６圏域）
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取組方針の改定

設置から５年が経過する協議会は取組方針の見直しをお願いします。
【留意事項】
① 取組事項について、対象期間中に完了しなかった項目については、その原因を確認した上で、

今後の取組方針における対応を検討
② 現取組方針と同様、「概ね５年以内」に実施する取組についてとりまとめ共有

協議会はH30に法定化され、
各協議会において令和２年度
目処に水防災意識を再構築
するための取組を進めてきた。

○タイムラインとは、災害の発生を前提に、防災関係機関の防災行動とその実

施主体を時系列でまとめ、見える化したものです。

○現在、31／38河川、23／25市町村でタイムラインが策定されています。

○今後も、市町村と協力して、策定を進めていきます。

（取組目標：令和３年度末までの策定完了）

身近なリスク情報の認識と地域の避難体制構築への支援
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県の重点取組（水害対応タイムライン作成の促進）



県の重点取組（要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進）

市町村の取組状況（令和３年３月末時点）

要配慮者利用施設の避難確保計画の作成及び訓練の実施

対象施設 ２，７１５ 施設

避難計画策定率 ２，１２０／２，７１５ ＝ ７８．１％

避難訓練実施率 ７４３／２，７１５ ＝ ２７．４％

取組目標：令和３年度末までの完了

H30年度から避難確保計画の作成方法等を
身につけていただくための講習会（講習会
プロジェクト）を実施

県の取組状況

浸水想定区域が指定されており、地域防災計画に要配慮者利用施設の定めがある
全施設（学校、社会福祉施設、医療施設）
⇒ 避難計画の作成及び避難訓練を実施

【実施状況】
■Ｈ30年度：新発田市
■Ｒ１年度 ：糸魚川市
■Ｒ２年度 ：コロナのため中止
■Ｒ３年度 ：検討中
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県の重点取組（マイ･タイムライン作成の促進）

6

～ マイ・タイムライン教室 ～

マイ・タイムラインを作成した記念撮影（津南中学校）

近年の想定を上回る洪水・土砂災害から、主体的な避難行動により人命を守るため、
中学生・ 高校生を対象とした水防災教育を支援。
生徒一人ひとりが災害リスクを「我がこと」として捉えられるように総合学習等の

時間を使って、自分の避難行動計画である『マイ・タイムライン』の作成を促進。

マイ・タイムライン教室とは・・
マイ・タイムライン教室は

座学やグループワークを通じて
災害に関する基本的な知識や安全を
確保するための避難行動などを
学びながらマイ・タイムラインを
つくり上げるもの。
本教室では、全3回の授業で生徒

一人ひとりのマイ・タイムラインを
完成させる。



県の重点取組（洪水浸水想定区域図の作成）
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最近の動向

水防法で義務付けられた洪水予報河川及び水位周知河川（38河川）は全河川で
作成・公表済み。
義務以外の「その他河川」についても作成・公表を推進。

⇒ 公表済河川（R3.３末現在）：130河川

想定最大規模降雨に対する洪水浸水想定区域図

小規模河川の氾濫推定図作成の手引き（令和２年６月：国土交通省）
水害リスク情報がない小規模河川が対象
簡易な手法で安価かつスピーディーに氾濫推定図を作成可能

流域治水関連法案が成立（令和３年４月28日）
水防法の一部改正により、浸水被害の恐れのある中小河川についても洪水
浸水想定区域図の指定・公表を義務化

計画規模の浸水想定区域図を公表済の河川などを対象に、令和３年度末までに
累計約200河川の公表完了を目指す
あわせて小規模河川についても簡易な手法を活用し、氾濫推定図の作成に着手

県の重点取組（河川監視体制の強化）

基本情報欄

リアルタイム
情報欄

経過履歴
情報欄

リアルタイム情報の公開

■視認性向上及び操作性向上のため、令和元年度に
システム画面を全面改良。

■カメラ画像を公表するためのシステム改良を実施し、
令和２年７月より公開。

新潟県河川防災情報システムの改良

GISマップの
採用

各種防災情報の
一括表示

R1年度実施 R2年度実施 10分毎
画像データ

水位情報と合わせて視覚的情報を提供することで、
より効果的に一般住民に水害危険性を周知する。

地域住民の主体的な避難行動を支援

平常時
画像データ
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